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（修正部分抜粋） 

令和４年度山梨県水防計画 
 

 

第１章 総 則 
 

第１節 目的 

この計画は、水防法（昭和24 年法律第193 号、以下「法」という。）第７条第１項の規定に基づき水

防事務の調整及びその円滑な実施のため必要な事項を規定し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる

被害を軽減すること目的とするものである。 

 

第２節 用語の定義 

主な水防用語の定義は、次のとおりである。 

(1) 水防管理団体 

水防の責任を有する市町村又は水防に関する事務を共同に処理する水防事務組合若しくは水害予防

組合をいう（法第2条第2項）。 

(2) 指定水防管理団体 

水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体として知事が指定したものをいう（法第4条）。 

(3) 水防管理者 

水防管理団体である市町村長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者

をいう（法第2条第3項）。 

(4) 消防機関 

消防組織法（昭和22 年法律第226号）第9条に規定する消防の機関（消防本部、消防署及び消防団）

をいう（法第2条第4項）。 

(5) 消防機関の長 

消防本部を置く市町村にあっては消防長を、消防本部を置かない市町村にあっては消防団の長をい

う（法第2条第5項）。 

(6) 水防団 

法第6条に規定する水防団をいう。 

(7) 量水標管理者 

量水標、験潮儀その他の水位観測施設の管理者をいう（法第2条第7項、法第10条第3項）。 

都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、都道府県の水防計画で定めるところにより、水位を

通報及び公表しなければならない（法第12条）。 

(8) 水防協力団体 

水防に関する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他法人でない団体であ

って、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当

該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとし

て水防管理者が指定した団体をいう（法第36条第1項）。 

(9) 洪水予報河川 

国土交通大臣又は都道府県知事が、流域面積が大きい河川で、洪水により国民経済上重大又は相当

な損害が生じるおそれがあるものとして指定した河川。 

国土交通大臣又は都道府県知事は、洪水予報河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれの状況

を基準地点の水位又は流量を示して洪水の予報等を行う（法第 10条第 2項、法第 11条第 1項、気象業務

法（昭和 27年法律第 165号）第 14 条の 2第 2項及び第 3項）。  

（修正部分抜粋） 

令和５年度山梨県水防計画 
 

 

第１章 総 則 
 

第１節 目的 

この計画は、水防法（昭和24 年法律第193 号、以下「法」という。）第７条第１項の規定に基づき水

防事務の調整及びその円滑な実施のため必要な事項を規定し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる

被害を軽減すること目的とするものである。 

 

第２節 用語の定義 

主な水防用語の定義は、次のとおりである。 

(1) 水防管理団体 

水防の責任を有する市町村又は水防に関する事務を共同に処理する水防事務組合若しくは水害予防

組合をいう（法第2条第2項）。 

(2) 指定水防管理団体 

水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体として知事が指定したものをいう（法第4条）。 

(3) 水防管理者 

水防管理団体である市町村長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者

をいう（法第2条第3項）。 

(4) 消防機関 

消防組織法（昭和22 年法律第226号）第9条に規定する消防の機関（消防本部、消防署及び消防団）

をいう（法第2条第4項）。 

(5) 消防機関の長 

消防本部を置く市町村にあっては消防長を、消防本部を置かない市町村にあっては消防団の長をい

う（法第2条第5項）。 

(6) 水防団 

法第6条に規定する水防団をいう。 

(7) 量水標管理者 

量水標、験潮儀その他の水位観測施設の管理者をいう（法第2条第7項、法第10条第3項）。 

都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、都道府県の水防計画で定めるところにより、水位を

通報及び公表しなければならない（法第12条）。 

(8) 水防協力団体 

水防に関する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他法人でない団体であ

って、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当

該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとし

て水防管理者が指定した団体をいう（法第36条第1項）。 

(9) 洪水予報河川 

国土交通大臣又は都道府県知事が、流域面積が大きい河川で、洪水により国民経済上重大又は相当

な損害が生じるおそれがあるものとして指定した河川。 

国土交通大臣又は都道府県知事は、洪水予報河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれの状況

を基準地点の水位又は流量を示して洪水の予報等を行う（法第 10条第 2項、法第 11条第 1項、気象業務

法（昭和 27年法律第 165号）第 14 条の 2第 2項及び第 3項）。  

資料１－２



令和5年度水防計画改正案新旧対照表（本編） 

2 

 

R4

水

防

計

画

P11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4

水

防

計

画

P12 

第４章 予報及び警報 

第１節 気象庁が行う予報及び警報 

４ 警報等の伝達経路及び手段 

  （３） 県の伝達 

 

 

凡　例
水防無線
その他

防災行政無線

各 警 察 署 駐 在 所警 備 二 課

甲
府
地
方
気
象
台

各

水

防

団

体

（

市

町

村

）

治水課 各 建 設 事 務 所

防災関係出先機関

各 消 防 本 部

庁 内 各 課

防災危機管理課

 

 

第２節 洪水予報河川における洪水予報 

１ 種類及び発表基準 

山梨県知事（以下「知事」という）は、国土交通大臣が指定した河川について洪水予報の通知を受

けたとき、又は知事が指定した河川について洪水予報をしたときは、水防管理者及び量水標管理者に

通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知するものとする。 

また、知事が指定した河川について通知をした知事は、避難のための立退きの勧告又は指示の判断

に資するため、関係市町村の長にその通知に係る事項を通知するものとする。  

第４章 予報及び警報 

第１節 気象庁が行う予報及び警報 
４ 警報等の伝達経路及び手段 

  （３） 県の伝達 

 

凡　例
水防無線
その他

防災行政無線

各 警 察 署 駐 在 所警 備 二 課

甲
府
地
方
気
象
台

各

水

防

団

体

（

市

町

村

）

治水課 各 建 設 事 務 所

防災関係出先機関

各 消 防 本 部

庁 内 各 課

防災危機管理課

山梨県警察本部

警備第二課
交番・駐在所

 

 

第２節 洪水予報河川における洪水予報 

１ 種類及び発表基準 

山梨県知事（以下「知事」という）は、国土交通大臣が指定した河川について洪水予報の通知を受

けたとき、又は知事が指定した河川について洪水予報をしたときは、水防管理者及び量水標管理者に

通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知するものとする。 

また、知事が指定した河川について通知をした知事は、避難のための立退きの勧告又は指示の判断

に資するため、関係市町村の長にその通知に係る事項を通知するものとする。  



令和5年度水防計画改正案新旧対照表（本編） 

3 

 

R4

水

防

計

画

P14 

 

第２節 洪水予報河川における洪水予報 

(5) 洪水予報の伝達経路及び手段 

 

 

 

 

第２節 洪水予報河川における洪水予報 

 (5) 洪水予報の伝達経路及び手段 
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３ 県と気象庁が共同で行う洪水予報 

(4)洪水予報の発表形式 

＜荒川＞ 

 

 

 

３ 県と気象庁が共同で行う洪水予報 

 (4)洪水予報の発表形式 

 ＜荒川＞ 
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＜塩川＞ 

 

＜塩川＞ 
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第３節 水位周知河川における水位到達情報 

２ 国土交通省が行う水位到達情報の通知 

(2) 水位到達情報の通知の対象となる基準地点と基準水位 

河川名 観測所名 氾濫注意水位 

(通報水位) 

避難判断水位

(警戒水位) 

氾濫危険水位 

(洪水特別警戒水位) 

塩川 金剛地 (6.60) 6.70 6.90 

御勅使川 堀切 (1.30) 1.50 1.70 

重川 重川 (1.80) 1.90 2.20 

日川 日川 (2.40) 4.20 4.70 

早川 早川 (-0.20) 3.50 4.37 

注）氾濫注意水位（通報水位）の（）内の数字は、水防警報発令の参考値である。  

 

 

 

(4) 水位到達情報の伝達経路及び手段 

図－１ 富士川水系塩川、御勅使川、重川、日川、早川の氾濫危険水位の水位情報連絡系統図   

甲府河川国道事務所
（防災課）

山梨県水防本部
（治 水 課）

山梨県水防支部

（各建設事務所、支所）
（図－２）

報道機関等
（表－１）

関係水防管理団体
関係市町村防災担当

（図－２）

山梨県防災危機管理課

TEL ０５５－２２３－１４３３
FAX ０５５－２２３－１４３９

山梨県警察本部
警備第二課

TEL ０５５－２２１－０１１０
FAX ０５５－２２７－９９３８

甲府地方気象台

 

 

 

３ 県が行う水位到達情報の通知 

相模川 桂川 左岸 南都留郡山中湖村山中字梁尻１４６５番１地先から上野原市上野原

字境川１４番地先まで 

右岸 南都留郡山中湖村山中字梁尻１４６５番２地先から上野原市鶴島字

廻り戸１３１番２地先まで 

宮川 左岸 富士吉田市上吉田字下り山堀向４９０７番５地先から富士吉田市富

士見六丁目５９４４番１地先まで 

右岸 富士吉田市上吉田字立石４９１９番２地先から富士吉田市下吉田東

四丁目４６９１番１地先まで 

新名庄川 左岸 南都留郡忍野村内野字中村６６７番地先から南都留郡忍野村忍草字

下屋敷１７５番２地先まで 

右岸 南都留郡忍野村内野字中原１６３３番地先から南都留郡忍野村忍草

字下屋敷１７３番２地先まで 

  

第３節 水位周知河川における水位到達情報 

２ 国土交通省が行う水位到達情報の通知 

(2) 水位到達情報の通知の対象となる基準地点と基準水位 

河川名 観測所名 氾濫注意水位 

(通報水位) 

避難判断水位

(警戒水位) 

氾濫危険水位 

(洪水特別警戒水位) 

塩川 金剛地 (6.60) 7.60 7.80 

御勅使川 堀切 (1.30) 1.80 2.00 

重川 重川 (1.80) 1.90 2.20 

日川 日川 (2.40) 4.20 4.70 

早川 早川 (-0.20) 3.50 4.37 

注）氾濫注意水位（通報水位）の（）内の数字は、水防警報発令の参考値である。  

 

 

 

(4) 水位到達情報の伝達経路及び手段 

図－１ 富士川水系塩川、御勅使川、重川、日川、早川の氾濫危険水位の水位情報連絡系統図   

甲府河川国道事務所
（流域治水課）

山梨県水防本部
（治 水 課）

山梨県水防支部

（各建設事務所、支所）
（図－２）

報道機関等
（表－１）

関係水防管理団体
関係市町村防災担当

（図－２）

山梨県防災危機管理課

TEL ０５５－２２３－１４３３
FAX ０５５－２２３－１４３９

山梨県警察本部
警備第二課

TEL ０５５－２２１－０１１０
FAX ０５５－２２７－９９３８

甲府地方気象台

 

 

 

３ 県が行う水位到達情報の通知 

相模川 桂川 左岸 南都留郡山中湖村山中字梁尻１４６５番１地先から上野原市上野原

字境川１４番地先まで 

右岸 南都留郡山中湖村山中字梁尻１４６５番２地先から上野原市鶴島字

廻り戸１３１番２地先まで 

宮川 左岸 富士吉田市上吉田字下り山堀向４９０７番５地先から富士吉田市富

士見六丁目５９４４番１地先まで 

右岸 富士吉田市上吉田字立石４９１９番２地先から富士吉田市下吉田東

四丁目４６９１番１地先まで 

新名庄川 左岸 南都留郡忍野村内野字中村６６０番地先から南都留郡忍野村忍草字

下屋敷１７５番２地先まで 

右岸 南都留郡忍野村内野字内釜７６３番地先から南都留郡忍野村忍草字

下屋敷１７３番２地先まで 
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(4) 水位到達情報の伝達経路及び手段 

  図－１ 各河川の水位到達情報連絡系統図  

ア 富士川水系の場合 

山 梨 県 水 防 本 部

（治 水 課）

ＴＥＬ０５５－２２３－１５５１
ＦＡＸ０５５－２２３－１７０４

各水防支部

（各建設事務所、支所）

（図－２）

関係水防管理団体
（図－２）

山梨県防災危機管理課
TEL ０５５－２２３－１４３３
FAX ０５５－２２３－１４３９

山梨県警察本部

TEL ０５５－２２１－０１１０
FAX ０５５－２２７－９９３８

甲府地方気象台
TEL ０５５－２２２－２３４７
FAX ０５５－２２６－３３９６ 報道機関等

（表-１）

国土交通省
甲府河川国道事務所

防災課

TEL ０５５－２５３－５６８３

FAX ０５５－２５１－１１７１

発表者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 水位到達情報の伝達経路及び手段 

  図－１ 各河川の水位到達情報連絡系統図  

  ア 富士川水系の場合 

山 梨 県 水 防 本 部

（治 水 課）

ＴＥＬ０５５－２２３－１５５１
ＦＡＸ０５５－２２３－１７０４

各水防支部

（各建設事務所、支所）

（図－２）

関係水防管理団体
（図－２）

山梨県防災危機管理課
TEL ０５５－２２３－１４３３
FAX ０５５－２２３－１４３９

山梨県警察本部

TEL ０５５－２２１－０１１０
FAX ０５５－２２７－９９３８

甲府地方気象台
TEL ０５５－２２２－２３４７
FAX ０５５－２２６－３３９６ 報道機関等

（表-１）

国土交通省
甲府河川国道事務所

流域治水課

TEL ０５５－２５３－５６８３

FAX ０５５－２５１－１１７１

発表者
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図－２ 各河川の水防支部（県）から水防管理団体への通知及び周知系統図  

 対象河川

相 川

濁 川

平 等 川 　　甲府市、笛吹市、山梨市間で相互に出水状況伝達

※中北建設事務所へも連絡

滝 戸 川 　　甲府市と中央市間で相互に出水状況伝達

境 川 　　甲府市と笛吹市間で相互に出水状況伝達

※中北建設事務所へも連絡

坪 川

※峡南建設事務所へも連絡

滝 沢 川

※峡南建設事務所へも連絡

芦 川 　　中央市と市川三郷町間で相互に出水状況伝達

※中北建設事務所へも連絡

釜 無 川 　　北杜市と韮崎市間で相互に出水状況伝達

御 勅 使 川 　　韮崎市と南アルプス市間で相互に出水状況伝達

※峡北支所へも連絡

重 川 　　山梨市と甲州市間で相互に出水状況伝達

日 川 　　山梨市、笛吹市、甲州市間で相互に出水状況伝達

鎌 田 川 　　甲府市、甲斐市、中央市、昭和町間で相互に出水状況伝達

貢 川 　　甲府市と甲斐市間で相互に出水状況伝達

戸 川

桂 川
（ 桂 川 強 瀬 ）

　　上野原市と大月市間で相互に出水状況伝達

桂 川
（ 城 南 橋 ）

　　大月市と都留市間で相互に出水状況伝達

　　西桂町、富士吉田市、忍野村、山中湖村間で相互に出水状況伝達

宮 川

新 名 庄 川

富士・東部建設事務所
吉田支所

富士吉田市

富士・東部建設事務所
吉田支所

忍野村

富士・東部建設事務所 大月市、都留市

桂 川
（ 深 山 橋 ）

富士・東部建設事務所 都留市

富士・東部建設事務所
吉田支所

西桂町、富士吉田市、
忍野村、山中湖村

中北建設事務所 甲府市、甲斐市

峡南建設事務所 富士川町

富士・東部建設事務所 上野原市、大月市

峡東建設事務所 山梨市、甲州市

峡東建設事務所 山梨市、笛吹市、甲州市

中北建設事務所 甲府市、甲斐市、
中央市、昭和町

峡南建設事務所 中央市、市川三郷町

峡北支所 北杜市、韮崎市

中北建設事務所 韮崎市、南アルプス市

峡東建設事務所 甲府市、笛吹市

中北建設事務所
南アルプス市、富士川町 　　南アルプス市、富士川町間で相互に出水状況伝達

中北建設事務所 南アルプス市、中央市、
富士川町

　　南アルプス市、中央市、富士川町間で相互に出水状況伝達

中北建設事務所 甲府市

峡東建設事務所 甲府市、笛吹市、
山梨市

中北建設事務所 甲府市、中央市

情報発信事務所 伝達先　※ 市町間の連絡（必要に応じて）

中北建設事務所 甲府市

 

 

 

図－２ 各河川の水防支部（県）から水防管理団体への通知及び周知系統図  

 対象河川

相 川

濁 川

平 等 川 　　甲府市、笛吹市、山梨市間で相互に出水状況伝達

※中北建設事務所へも連絡

滝 戸 川 　　甲府市と中央市間で相互に出水状況伝達

境 川 　　甲府市と笛吹市間で相互に出水状況伝達

※中北建設事務所へも連絡

坪 川

※峡南建設事務所へも連絡

滝 沢 川

※峡南建設事務所へも連絡

芦 川 　　中央市と市川三郷町間で相互に出水状況伝達

※中北建設事務所へも連絡

釜 無 川 　　北杜市と韮崎市間で相互に出水状況伝達

御 勅 使 川 　　韮崎市と南アルプス市間で相互に出水状況伝達

※峡北支所へも連絡

重 川 　　山梨市と甲州市間で相互に出水状況伝達

日 川 　　山梨市、笛吹市、甲州市間で相互に出水状況伝達

鎌 田 川 　　甲府市、甲斐市、中央市、昭和町間で相互に出水状況伝達

貢 川 　　甲府市、甲斐市、中央市、昭和町間で相互に出水状況伝達

戸 川

桂 川
（ 桂 川 強 瀬 ）

　　上野原市と大月市間で相互に出水状況伝達

桂 川
（ 城 南 橋 ）

　　大月市と都留市間で相互に出水状況伝達

　　西桂町、富士吉田市、忍野村、山中湖村間で相互に出水状況伝達

宮 川

新 名 庄 川

情報発信事務所 伝達先　※ 市町間の連絡（必要に応じて）

中北建設事務所 甲府市

中北建設事務所 甲府市

峡東建設事務所 甲府市、笛吹市、
山梨市

中北建設事務所 甲府市、中央市

峡東建設事務所 甲府市、笛吹市

中北建設事務所
南アルプス市、富士川町 　　南アルプス市、富士川町間で相互に出水状況伝達

中北建設事務所 南アルプス市、中央市、
富士川町

　　南アルプス市、中央市、富士川町間で相互に出水状況伝達

峡南建設事務所 中央市、市川三郷町

峡北支所 北杜市、韮崎市

中北建設事務所 韮崎市、南アルプス市

上野原市、大月市

峡東建設事務所 山梨市、甲州市

峡東建設事務所 山梨市、笛吹市、甲州市

中北建設事務所 甲府市、甲斐市、
中央市、昭和町

桂 川
（ 深 山 橋 ）

富士・東部建設事務所 都留市

富士・東部建設事務所
吉田支所

西桂町、富士吉田市、
忍野村、山中湖村

中北建設事務所
甲府市、甲斐市、
中央市。昭和町

峡南建設事務所 富士川町

富士・東部建設事務所

富士・東部建設事務所
吉田支所

富士吉田市

富士・東部建設事務所
吉田支所

忍野村

富士・東部建設事務所 大月市、都留市
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第４節 水防警報 

４ 山梨県が行う水防警報 

(1) 水防警報を行う河川名、区域 

相模川 桂川 左岸 南都留郡山中湖村山中字梁尻１４６５番１地先から上野原市上野原

字境川１４番地先まで 

右岸 南都留郡山中湖村山中字梁尻１４６５番２地先から上野原市鶴島字

廻り戸１３１番２地先まで 

宮川 左岸 富士吉田市上吉田字下り山堀向４９０７番５地先から富士吉田市富

士見六丁目５９４４番１地先まで 

右岸 富士吉田市上吉田字立石４９１９番２地先から富士吉田市下吉田東

四丁目４６９１番１地先まで 

新名庄川 左岸 南都留郡忍野村内野字中村６６７番地先から南都留郡忍野村忍草字

下屋敷１７５番２地先まで 

右岸 南都留郡忍野村内野字中原１６３３番地先から南都留郡忍野村忍草

字下屋敷１７３番２地先まで 

  

 

(4) 水防警報の伝達経路及び手段 

図－１ 富士川水系各河川の水防警報連絡系統図   

※必要と認めるときは警察及び自衛隊にも連絡する

発表者

山 梨 県 水 防 本 部
（治 水 課）

ＴＥＬ０５５－２２３－１５５１
ＦＡＸ０５５－２２３－１７０４

各水防支部

（各建設事務所、支所）

（図－２）

関係水防管理団体
（図－２）

山梨県防災危機管理課

TEL ０５５－２２３－１４３３
FAX ０５５－２２３－１４３９

図－１） 富士川水系各河川の水防警報連絡系統図

国土交通省
甲府河川国道事務所

防災課

TEL ０５５－２５３－５６８３

FAX ０５５－２５１－１１７１

 

第４節 水防警報 

４ 山梨県が行う水防警報 

(1) 水防警報を行う河川名、区域 

相模川 桂川 左岸 南都留郡山中湖村山中字梁尻１４６５番１地先から上野原市上野原

字境川１４番地先まで 

右岸 南都留郡山中湖村山中字梁尻１４６５番２地先から上野原市鶴島字

廻り戸１３１番２地先まで 

宮川 左岸 富士吉田市上吉田字下り山堀向４９０７番５地先から富士吉田市富

士見六丁目５９４４番１地先まで 

右岸 富士吉田市上吉田字立石４９１９番２地先から富士吉田市下吉田東

四丁目４６９１番１地先まで 

新名庄川 左岸 南都留郡忍野村内野字中村６６０番地先から南都留郡忍野村忍草字

下屋敷１７５番２地先まで 

右岸 南都留郡忍野村内野字内釜７６３番地先から南都留郡忍野村忍草字

下屋敷１７３番２地先まで 

  

 

(4) 水防警報の伝達経路及び手段 

図－１ 富士川水系各河川の水防警報連絡系統図   

※必要と認めるときは警察及び自衛隊にも連絡する

発表者

山 梨 県 水 防 本 部
（治 水 課）

ＴＥＬ０５５－２２３－１５５１
ＦＡＸ０５５－２２３－１７０４

各水防支部

（各建設事務所、支所）

（図－２）

関係水防管理団体
（図－２）

山梨県防災危機管理課

TEL ０５５－２２３－１４３３
FAX ０５５－２２３－１４３９

図－１） 富士川水系各河川の水防警報連絡系統図

国土交通省
甲府河川国道事務所

流域治水課

TEL ０５５－２５３－５６８３

FAX ０５５－２５１－１１７１
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第６章 気象予報等の情報収集 
 

気象予報、雨量、河川の水位等については、以下のウェブサイトでパソコンや携帯電話から確認する

ことができる。 

 

第１節 気象情報 

気象庁  

・気象警報・注意報 

http://www.jma.go.jp/jp/warn/ 

・アメダス 

http://www.jma.go.jp/jp/amedas/ 

・レーダー・ナウキャスト（降水・雷・竜巻） 

http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/ 

・高解像度降水ナウキャスト 

https://www.jma.go.jp/jp/highresorad/ 

・洪水警報の危険度分布 

https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.html 

・大雨警報（浸水害）の危険度分布 

https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/inund.html  

 

 

 

 

第８章 通信連絡 

 

第１節 水防本部の通信連絡 

水防時に必要とする連絡のため電話電報等の通信を要する主なる系統は、次に掲げる連絡系統図及び

水防連絡通信網図によるものとする。 

 なお、水防上緊急を要する通信については、概ね下記によるほか、非常の場合は、ＮＨＫ甲府放送局、

山梨放送及びテレビ山梨放送により連絡するものとする。 

第１連絡  県防災行政無線     第６連絡  電     報 

第２連絡  Ｎ Ｔ Ｔ 電 話     第７連絡  自 動 車 鉄 道 

第３連絡  警 察 電 話     第８連絡  自  転  車 

第４連絡  警察超短波無線     第９連絡  徒     歩 

第５連絡  ＪＲ専用電話 

（注）１ 近距離連絡確保のため水防中心発着点、資材の備蓄場、水防作業現場等には伝令を配置する。 

２ 各種無線一覧は附表第24表-1～12のとおりである。  

第６章 気象予報等の情報収集 
 

気象予報、雨量、河川の水位等については、以下のウェブサイトでパソコンや携帯電話から確認する

ことができる。 

 

第１節 気象情報 

気象庁  

 

・気象警報・注意報 

https://www.jma.go.jp/bosai/warning/#area_type=offices&area_code=190000&lang=ja 

・アメダス 

https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#10/35.56/138.685/&elem=temp&contents=amedas&interval=60 

・雨雲の動き 

https://www.jma.go.jp/bosai/nowc/#zoom:8/lat:35.619349/lon:138.630981/colordepth:normal/elem

ents:hrpns&slmcs 

・洪水キキクル（洪水警報の危険度分布） 

https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:flood/zoom:10/lat:35.562953/lon:138.684540/colord

epth:normal 

・浸水キキクル（大雨警報（浸水害）の危険度分布） 

https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:inund/zoom:10/lat:35.551781/lon:138.658447/colord

epth:normal 

  

 

 

第８章 通信連絡 

 

第１節 水防本部の通信連絡 

水防時に必要とする連絡のため電話電報等の通信を要する主なる系統は、次に掲げる連絡系統図及び

水防連絡通信網図によるものとする。 

 なお、水防上緊急を要する通信については、概ね下記によるほか、非常の場合は、ＮＨＫ甲府放送局、

山梨放送及びテレビ山梨放送により連絡するものとする。 

第１連絡  県防災行政無線     第６連絡  電     報 

第２連絡  Ｎ Ｔ Ｔ 電 話     第７連絡  自 動 車 鉄 道 

第３連絡  警 察 電 話     第８連絡  自  転  車 

第４連絡  警察超短波無線     第９連絡  徒     歩 

第５連絡  ＪＲ専用電話 

（注）１ 近距離連絡確保のため水防中心発着点、資材の備蓄場、水防作業現場等には伝令を配置する。 

２ 各種無線一覧は附表第24表-1～15のとおりである。  
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第２節 水防管理団体の通信連絡 

庁
内

一 般 住 民

TEL 0551-47-3799 FAX 0551-47-3796

塩川ダム管理課
TEL 0551-45-0789 FAX 0551-45-0788

各 水 防 管 理 団 体
各 警 察 署

各 消 防 本 部
各 水 防 団
( 消 防 団 ）

深城ダム管理事務所

県 水 防 支 部

TEL 0554-24-7062
FAX 0554-24-7072

大門・塩川ダム管理事務所

大門ダム管理課

TEL 0553-35-3140 FAX 0553-35-3143 TEL 055-223-1551
FAX 055-223-1704

荒川ダム管理事務所
TEL 055-287-2006 山梨県警察本部警備第二課
FAX 055-287-2015

TEL 055-221-0110

広瀬ダム管理課 TEL 0555-84-3135
山梨県水防本部TEL 0553-39-2411 FAX 0553-39-2413

琴川ダム管理課 （治水課）

甲府地方気象台
TEL 055-222-2347
FAX 055-226-3396

陸上自衛隊北富士駐屯地

広瀬・琴川ダム管理事務所 第１特科隊

TEL 055-232-1114
甲府河川国道事務所FAX 055-237-4423

流域治水課

各 新 聞 社
TEL 055-253-5683
FAX 055-251-1171

FAX 055-223-1429

放
　
送
　
局

NHK甲府放送局
TEL 055-255-2113
FAX 055-254-5827

山梨放送
TEL 055-231-3232
FAX 055-231-3157

テレビ山梨
国土交通省関東地方整備局

   連　　絡　　系　　統　　図

企 業 局 電 気 課 防 災 局
TEL 055-223-5389 防 災 危 機 管 理 課
FAX 055-223-5393 TEL 055-223-1433

 

 

 

第２節 水防管理団体の通信連絡 

庁
内

一 般 住 民

TEL 0551-47-3799 FAX 0551-47-3796

塩川ダム管理課
TEL 0551-45-0789 FAX 0551-45-0788

各 水 防 管 理 団 体
各 警 察 署

各 消 防 本 部
各 水 防 団
( 消 防 団 ）

深城ダム管理事務所

県 水 防 支 部

TEL 0554-24-7062
FAX 0554-24-7072

大門・塩川ダム管理事務所

大門ダム管理課

TEL 0553-35-3140 FAX 0553-35-3143 TEL 055-223-1551
FAX 055-223-1704

荒川ダム管理事務所
TEL 055-287-2006 山梨県警察本部警備第二課
FAX 055-287-2015

TEL 055-221-0110

広瀬ダム管理課 TEL 0555-84-3135
山梨県水防本部TEL 0553-39-2411 FAX 0553-39-2413

琴川ダム管理課 （治水課）

甲府地方気象台
TEL 055-222-2347
FAX 055-226-3396

陸上自衛隊北富士駐屯地

広瀬・琴川ダム管理事務所 東部方面特科連隊

TEL 055-232-1114
甲府河川国道事務所FAX 055-237-4423

流域治水課

各 新 聞 社
TEL 055-253-5683
FAX 055-251-1171

FAX 055-223-1429

放
　
送
　
局

NHK甲府放送局
TEL 055-255-2113
FAX 055-254-5827

山梨放送
TEL 055-231-3232
FAX 055-231-3157

テレビ山梨
国土交通省関東地方整備局

   連　　絡　　系　　統　　図

企 業 局 電 気 課 防 災 局
TEL 055-223-5389 防 災 危 機 管 理 課
FAX 055-223-5393 TEL 055-223-1433
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(055) 272-1919 (055) 283-0119   (0551) 22-0119

（注）地域における防災気象情報の利用を促進し、気象災害による被害の防止・軽減により一層貢献

するため、インターネットを活用したシステムにより県市町村や防災関係機関等に提供している補助

伝達手段である。

（055）222－1190

峡 南 広 域 行 政

組 合 消 防 本 部

甲 府地 区広域 行政

事 務組 合消防 本部

南 ア ル プ ス 市

消 防 本 部

峡 北広 域 行政 事務

組 合 消 防 本 部

昭和町 （055）275-8412

南 部 町 (0556) 66-2111 身 延 町 (0556) 42-2111

南アルプス市 （055）282-6368(055-282-1111)

甲斐市 （055）278-1676(055-276-2111)

身 延 町 (0556) 42-2111 富士 川町 (0556) 22-1111 北 杜 市 (0551) 42-1111
中央市 （055）274-8519(055-274-1111)

早 川 町 (0556) 45-2511 市川三郷町 (055) 272-1101 甲 府 市 （055）237-5331(055-237-1161) 韮 崎 市 (0551) 22-1111

 （0556）62-9063

（防） 9-368-7050

 （055）240-4129

（防）9-340-7002

 （055）224-1668

（防）9-208-7002

 （0551）23-3066

 (防) 9-400-7002

　(055) 232-1111

（防）9-220-1067

    （055）287-2006

   （防）9-220-1121

Ｆ Ｍ 富 士
　(055)228-6969

（防）9-220-1068

身

延

支

所

水

防

支

部

峡

南

建

設

事

務

所

水

　

防

　

支

　

部

峡

南

建

設

事

務

所

水

　

防

　

支

　

部

中

北

建

設

事

務

所

峡

北

支

所

水

防

支

部

中

北

建

設

事

務

所

荒

川

ダ

ム

支

部

（防） 防 災行政 無線 （055）255-2148

（防）9-220-1058

Ｙ Ｂ Ｓ
　(055) 231-3000

（防）9-220-1066

Ｕ Ｔ Ｙ

警 察 本 部

警 備 第 二 課
無 線 電 話

（055）221-0110

（防）9-200-8797
オ ン ラ イ ン

Ｎ Ｈ Ｋ

甲 府 放 送 局

水 防 連 絡

防災情報提供システム

（インターネット）

（注）
防 災 局

防 災 危 機 管 理 課 （055）223-1432

（防）9-200-2509・2510ＮＴＴ加入電話

 

(055) 272-1919 (055) 283-0119   (0551) 22-0119

（注）地域における防災気象情報の利用を促進し、気象災害による被害の防止・軽減により一層貢献

するため、インターネットを活用したシステムにより県市町村や防災関係機関等に提供している補助

伝達手段である。

（055）222－1190

峡 南 広 域 行 政

組 合 消 防 本 部

甲 府地 区広域 行政

事 務組 合消防 本部

南 ア ル プ ス 市

消 防 本 部

峡 北広 域 行政 事務

組 合 消 防 本 部

昭和町 （055）275-8412

南 部 町 (0556) 66-2111 身 延 町 (0556) 42-2111

南アルプス市 （055）282-6368(055-282-1111)

甲斐市 （055）278-1676(055-276-2111)

身 延 町 (0556) 42-2111 富士 川町 (0556) 22-1111 北 杜 市 (0551) 42-1111
中央市 （055）274-8519(055-274-1111)

早 川 町 (0556) 45-2511 市川三郷町 (055) 272-1101 甲 府 市 （055）237-5331(055-237-1161) 韮 崎 市 (0551) 22-1111

 （0556）62-9063

（防） 9-368-7050

 （055）240-4129

（防）9-340-7002

 （055）224-1668

（防）9-208-7002

 （0551）23-3066

 (防) 9-400-7002

　(055) 232-1111

（防）9-220-1067

    （055）287-2006

   （防）9-220-1121

Ｕ Ｔ Ｙ

Ｆ Ｍ 富 士
　(055)228-6969

（防）9-220-1068

身

延

支

所

水

防

支

部

峡

南

建

設

事

務

所

水

　

防

　

支

　

部

峡

南

建

設

事

務

所

水

　

防

　

支

　

部

中

北

建

設

事

務

所

峡

北

支

所

水

防

支

部

中

北

建

設

事

務

所

荒

川

ダ

ム

支

部

（防） 防 災 行政 無線 （055）255-2148

（防）9-220-1058

Ｙ Ｂ Ｓ
　(055) 231-3000

（防）9-220-1066

ＮＴＴ加入電話

警 察 本 部

警 備 第 二 課
無 線 電 話

（055）221-0110

（防）9-200-8797
オ ン ラ イ ン

Ｎ Ｈ Ｋ

甲 府 放 送 局

水 防 連 絡

防災情報提供システム

（インターネット）

（注）
防 災 局

防 災 危 機 管 理 課 （055）223-1432

（防）9-200-2509・2510
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（055）261－0119

通 信 網 図

気 象 庁

甲 府 地 方 気 象 台

(055) 222-2347

（防）9-250-34

河 川情 報センター

東京　03-3239-5661
国 土 交 通 省

甲府河川国道事務所
水　防　本　部

（ 治　水　課 ）

（055）253-5683 直通

（防）97-787-534

陸 上 自 衛 隊 北 富 士

駐 屯 地 第 １ 特 科 隊
(055) 237-1111（代）

内線 7303

(055) 223-1551（直）

(防)　9-200-7303

 （0555）84-3135

（防）9-220-1051

企 業 局 電 気 課

ダ

ム

支

部

広

瀬

・

琴

川

深

城

ダ

ム

支

部

水

　

防

　

支

　

部

富

士

・

東

部

建

設

事

務

所

吉

田

支

所

水

防

支

部

富

士

・

東

部

建

設

事

務

所

（0553）39-2411

（広瀬ダム）

（防）9-220-1119

(055)237-1111（代）

　内線5954

(055)223-5389(直)

(防)9-200-5954

（0551）47-3799

（大門ダム）

（防）9-220-1123

（0554） 24-7062 （0553）20-2715

（防）9-300-7002

大

門

・

塩

川

ダ

ム

支

部

水

　

防

　

支

　

部

峡

東

建

設

事

務

所

  （0554）22-7815

（防）9-440-7002

(0555) 24-9044

(防)9-430-7002

笛 吹 市 (055) 262-4111 甲 州 市 (0553) 32-2111 都留市 (0554) 43-1111 富士吉田市 (0555) 22-1111

道志村 (0554) 52-2111

大月市 (0554) 22-2111

山 梨 市 (0553)22-1111

西桂町 (0555) 25-2121

上野原市 (0554) 62-3111

忍野村 (0555) 84-3111

小菅村 (0428) 87-0111 山中湖村 (0555) 62-1111

鳴沢村 (0555) 85-2311

丹波山村 (0428) 88-0211

富士河口湖町 (0555) 72-1111

山梨県東部消防指令センター

(0554)45-0119

笛 吹 市

消 防 本 部

東山 梨 行 政 事務 組合

東 山 梨 消 防 本 部

大 月 市

消 防 本 部

上 野 原 市

消 防 本 部

都 留 市

消 防 本 部

富士五湖広域行政事務

組合富士五湖消防本部

 (0553) 32-0119 (0554)22-0119 (0554)62-4112 (0554)43-2341 (0555) 22-0119

 

（0555）84-3135
（防）9-220-1051

（055）261－0119

(055)237-1111（代）

　内線5954

(055)223-5389(直)

(防)9-200-5954

国土交通省

　関東地方整備局

　　災害対策室

　　河川部　水災害予報センター

　　　　　　水災害対策センター

　　　　　　地域河川課

048（600）1419直通

048（600）1947直通

048（600）1482直通

048（600）1903直通

通 信 網 図

気 象 庁

甲 府 地 方 気 象 台

(055) 222-2347

（防）9-250-34

河 川情 報 セン ター

東京　03-3239-5661
国 土 交 通 省

甲府河川国道事務所
水　防　本　部

（ 治　水　課 ）

（055）253-5683 直通

（防）97-787-534

(055) 237-1111（代）

内線 7303

(055) 223-1551（直）

(防)　9-200-7303

企 業 局 電 気 課

ダ

ム

支

部

広

瀬

・

琴

川

深

城

ダ

ム

支

部

水

　

防

　

支

　

部

富

士

・

東

部

建

設

事

務

所

吉

田

支

所

水

防

支

部

富

士

・

東

部

建

設

事

務

所

（0553）39-2411

（広瀬ダム）

（防）9-220-1119

陸 上 自 衛 隊 北 富 士

駐屯地東部方面特科

連 隊

大

門

・

塩

川

ダ

ム

支

部

水

　

防

　

支

　

部

峡

東

建

設

事

務

所

（0551）47-3799

（大門ダム）

（防）9-220-1123

（0554） 24-7062 （0553）20-2715

（防）9-300-7002

  （0554）22-7815

（防）9-440-7002

(0555) 24-9044

(防)9-430-7002

笛 吹 市 (055) 262-4111 甲 州 市 (0553) 32-2111 都留市 (0554) 43-1111 富士吉田市 (0555) 22-1111

道志村 (0554) 52-2111

大月市 (0554) 22-2111

山 梨 市 (0553)22-1111

西桂町 (0555) 25-2121

上野原市 (0554) 62-3111

忍野村 (0555) 84-3111

小菅村 (0428) 87-0111 山中湖村 (0555) 62-1111

鳴沢村 (0555) 85-2311

丹波山村 (0428) 88-0211

富士河口湖町 (0555) 72-1111

山梨県東部消防指令センター

(0554)45-0119

笛 吹 市

消 防 本 部

東 山梨 行 政 事 務 組 合

東 山 梨 消 防 本 部

大 月 市

消 防 本 部

上 野 原 市

消 防 本 部

都 留 市

消 防 本 部

富士五湖広域行政事務

組合富士五湖消防本部

 (0553) 32-0119 (0554)22-0119 (0554)62-4112 (0554)43-2341 (0555) 22-0119
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第４節 国土交通省機関の通信施設 

 

 

第４節 国土交通省機関の通信施設 
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第１０章 水防活動 

第８節 決壊・漏水等の通報及びその後の措置 

１ 決壊・漏水等の通報 

水防に際し、堤防、ダムその他の施設が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは異常な漏水が発

生したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者は、直ちに関係者

（関係機関・団体）に通報するものとする。 

通報を受けた河川管理者は水防上危険であるかどうか確認を行い、危険が認められる場合には市町村

の長に避難勧告等の発令に資する事象として情報提供するものとする。 

特に、暫定堤防区間における危険水位が現況堤防高から余裕高を引いた（スライドダウンを行わ

ない）高さを原則として設定されていることから、断面不足等に起因する漏水等に関する危険情報が

洪水予報や水位到達情報に反映されていない。 

そのため、河川管理者は、自らが管理する堤防の漏水に関する危険情報が関係者に直ちに通報さ

れるよう、出水期前に、洪水時における堤防等の監視、警戒及び連絡の体制・方法を関係者と確認し

ておくものとする。  

第１０章 水防活動 

第８節 決壊・漏水等の通報及びその後の措置 

１ 決壊・漏水等の通報 

水防に際し、堤防、ダムその他の施設が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは異常な漏水が発

生したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者は、直ちに関係者

（関係機関・団体）に通報するものとする。 

通報を受けた河川管理者は水防上危険であるかどうか確認を行い、危険が認められる場合には市町村

の長に避難指示等の発令に資する事象として情報提供するものとする。 

特に、暫定堤防区間における危険水位が現況堤防高から余裕高を引いた（スライドダウンを行わ

ない）高さを原則として設定されていることから、断面不足等に起因する漏水等に関する危険情報が

洪水予報や水位到達情報に反映されていない。 

そのため、河川管理者は、自らが管理する堤防の漏水に関する危険情報が関係者に直ちに通報されるよ

う、出水期前に、洪水時における堤防等の監視、警戒及び連絡の体制・方法を関係者と確認しておくも

のとする。  
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第１６章  

浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確保及び

浸水の防止のための措置 
 

 

第１節 洪水対応 

１ 洪水浸水想定区域の指定状況 

国土交通省及び県は、洪水予報河川及び水位周知河川について、河川が氾濫した場合に浸水が想定

される区域を洪水浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を公表

するとともに、関係市町村長に通知するものとする。 

洪水予報河川及び水位周知河川の洪水浸水想定区域の指定、公表状況については、以下のとおりで

ある。  

 

 

 

 

 

第１６章  

浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確保及び

浸水の防止のための措置 
 

 

第１節 洪水対応 

１ 洪水浸水想定区域の指定状況 

国土交通省及び県は、洪水予報河川、水位周知河川及び、洪水予報河川、水位周知河川の指定区間

を除く、住宅等の防護対象のある県管理河川（以下、その他の河川）について、河川が氾濫した場合

に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定され

る水深を公表するとともに、関係市町村長に通知するものとする。 

洪水予報河川、水位周知河川及びその他の河川の洪水浸水想定区域の指定、公表状況については、

以下のとおりである。  
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・県指定河川 

水系名 河川名 浸水想定区域公表時点 浸水想定区域公表ＨＰアドレス 

富士川 荒川 平成29年7月31日 http://www3.pref.yamanashi.jp/yamanashi

web/ 

 

https://www.pref.yamanashi.jp/chisui/in

dex.html 

 

富士川 塩川 

富士川 相川 

富士川 濁川 

富士川 平等川 

富士川 滝戸川 

富士川 境川 

富士川 坪川 

富士川 滝沢川 

富士川 芦川 

富士川 釜無川 令和元年6月24日 

富士川 御勅使川 

富士川 重川 

富士川 日川 

富士川 鎌田川 令和3年3月25日  

富士川 貢川   

富士川 戸川   

相模川 桂川 令和4年9月1日  

相模川 宮川   

相模川 新名庄川 令和4年度末予定  

  

 

 

 

 

 

 

 

（R4記載なし） 

・県指定河川 

水系名 河川名 浸水想定区域公表時点 浸水想定区域公表ＨＰアドレス 

富士川 荒川 平成29年7月31日 http://www3.pref.yamanashi.jp/yamanashi

web/ 

 

https://www.pref.yamanashi.jp/chisui/in

dex.html 

 

富士川 塩川 

富士川 相川 

富士川 濁川 

富士川 平等川 

富士川 滝戸川 

富士川 境川 

富士川 坪川 

富士川 滝沢川 

富士川 芦川 

富士川 釜無川 令和元年6月24日 

富士川 御勅使川 

富士川 重川 

富士川 日川 

富士川 鎌田川 令和3年3月25日  

富士川 貢川   

富士川 戸川   

相模川 桂川 令和4年9月1日  

相模川 宮川   

相模川 新名庄川 令和5年3月23日  

 

・その他の河川 

水系名 河川名 浸水想定区域公表時点 浸水想定区域公表ＨＰアドレス 

富士川 荒川 令和5年3月23日 https://www.pref.yamanashi.jp/chisui/in

dex.html 富士川 帯那川 

富士川 亀沢川 

富士川 相川 

富士川 洞川 

富士川 白沢川 

富士川 西沢川 

富士川 東沢川 

富士川 湯川 

富士川 小湯川 

富士川 四分川 

富士川 七覚川 

富士川 滝戸川 

富士川 舟井川 

富士川 宮沢川 

富士川 七覚西川 

富士川 関沢川 

富士川 沢端川 

富士川 田園川 
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（R4記載なし） 

 

水系名 河川名 浸水想定区域公表時点 浸水想定区域公表ＨＰアドレス 

富士川 山の神川 令和5年3月23日  

富士川 古宿川 

富士川 稲川 

富士川 西川 

富士川 心経寺川 

富士川 不動河原川 

富士川 草里川 

富士川 間門川 

富士川 芋沢川 

富士川 大堀川 

富士川 蟹沢川 

富士川 蛭沢川 

富士川 五割川 

富士川 十郎川 

富士川 大円川 

富士川 大山沢川 

富士川 高倉川 

富士川 藤川 

富士川 渋川 

富士川 滝沢川 

富士川 坪川 

富士川 深沢川 

富士川 御手洗川 

富士川 菖蒲沢川 

富士川 下沢川 

富士川 塩沢川 

富士川 高室川 

富士川 芦沢川 

富士川 入増川 

富士川 堰尻川 

富士川 福王路川 

富士川 漆川 

富士川 堰野川 

富士川 北川 

富士川 北沢川 

富士川 秋山川 

富士川 塩沢川 

富士川 大石沢川 

富士川 長沢川 

富士川 五明川 

富士川 狐川 

富士川 狐東川 

富士川 御勅使川 

富士川 割羽沢川  
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（R4記載なし） 

 

水系名 河川名 浸水想定区域公表時点 浸水想定区域公表ＨＰアドレス 

富士川 大門沢川 令和5年3月23日  

富士川 塩沢川 

富士川 駒沢川 

富士川 御庵沢川 

富士川 金山沢川 

富士川 神明川 

富士川 高砂川 

富士川 防沢川 

富士川 東川 

富士川 六反川 

富士川 流川 

富士川 常永川 

富士川 沼川 

富士川 山王川 

富士川 渋川 

富士川 神明川 

富士川 横川 

富士川 清水川 

富士川 西川 

富士川 八糸川 

富士川 油川 

富士川 塩川 

富士川 黒沢川 

富士川 鰻沢川 

富士川 権現沢川 

富士川 正楽寺川 

富士川 南沢川 

富士川 沓川 

富士川 五反田川 

富士川 栃沢川 

富士川 大林寺川 

富士川 湯沢川 

富士川 下湯沢川 

富士川 小森川 

富士川 大沢川 

富士川 本谷川 

富士川 須玉川 

富士川 波竜川 

富士川 大門川 

富士川 中ツ沢川 

富士川 久保川 

富士川 小深沢川 

富士川 日川 

富士川 御手洗川  
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（R4記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置 

市町村防災会議は、洪水予報河川、水位周知河川について、浸水想定区域の指定があったときは、市町

村地域防災計画において、少なくとも当該浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものと

する。  

 

水系名 河川名 浸水想定区域公表時点 浸水想定区域公表ＨＰアドレス 

富士川 山宮川 令和5年3月23日  

富士川 田垂川 

富士川 百田川 

富士川 大石川 

富士川 田草川 

富士川 矢沢川 

富士川 南川 

富士川 坂下川 

富士川 笹子沢川 

富士川 大蔵沢川 

富士川 白沢川 

富士川 笛吹川 

富士川 鼓川 

富士川 赤芝川 

富士川 琴川 

富士川 徳和川 

富士川 細入川 

富士川 観音沢川 

富士川 馬場川 

富士川 清水川 

富士川 金川 

富士川 稲荷川 

富士川 後藤沢川 

富士川 相沢川 

富士川 神座山川 

富士川 戸倉川 

富士川 達沢川 

富士川 唐沢川 

富士川 屋敷入川 

富士川 小川沢川 

富士川 下田川 

  

 

２ 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置 

市町村防災会議は、洪水予報河川、水位周知河川及びその他の河川について、浸水想定区域の指

定があったときは、市町村地域防災計画において、少なくとも当該浸水想定区域ごとに、次に掲げる

事項について定めるものとする。  
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